
 

                     令和７年 10月 30日  

 

 

 西脇市長  片  山  象  三  様  

 

 

                 西脇市特別職報酬等審議会  

                  会  長  臼  井  茂  樹  

 

 

   特別職及び議会の議員の報酬等の額について（答申）  

 

 

 令和７年９月 30日付え～０３７で意見を求められたみだしのことに

ついては、審議の結果、次のとおり答申します。  

 本答申は、慎重に審議を重ねた結果であり、貴職におかれては、こ

れを十分に尊重されるよう求めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

答      申  

 

１  市長、副市長及び教育長並びに議会の議員の報酬等の額  

  市長、副市長及び教育長並びに議会の議員の報酬等の額について

は、次のとおり改定することが適当である。  

 

市  長  月額  948,000円（ 27,000円の増額）  

   副市長  月額  772,000円（ 22,000円の増額）  

   教育長  月額  676,000円（ 11,000円の増額）  

   議  長  月額  479,000円（ 14,000円の増額）  

   副議長  月額  420,000円（ 12,000円の増額）  

   議  員  月額  381,000円（ 11,000円の増額）  

 

２  審議会開催状況  

  第１回審議会  令和７年９月 30日  

  第２回審議会  令和７年 10月 14日  

  第３回審議会  令和７年 10月 28日  

 

３  審議経過及び内容  

  令和７年９月 30日、市長ほか特別職及び議会の議員の報酬等の額

について諮問を受け、３回の審議会を開催した。  

  審議に当たり、各種資料に基づき、近隣市や産業構造が類似した

都市（類似団体）の報酬等の状況、社会経済情勢や市の財政状況等

を比較し、市民各層の代表としての自覚と責任のもとに、公平、不

偏の立場で広範な視点から慎重に審議した。  

 

 ⑴  西脇市の財政指標は、歳入歳出のバランスが取れており、健全

な状態にある。また、この２年間において財政運営状況が著しく

変動した傾向は見られず、 10年後も健全な財政を維持できる見通

しとなっている。  

 ⑵  西脇市の市長ほか特別職の給料額については、全国の類似団体

と比較するとやや高い傾向にあるものの、神戸市を除く兵庫県内

各市との比較では、市長は 28市中 16位、副市長及び教育長は 15位

となっており、決して高い給料月額とは言えず、北播磨地域各市

と比較しても低い状況である。また、議会の議員の報酬額につい

ても、市長ほか特別職と同じ傾向にある。  

 ⑶  近年、民間企業においても、物価上昇への対応や人材確保の観

点から給料は増額傾向にあり、一般職の職員においても、人事院



 

勧告に伴う増額改定が続いている。  

 ⑷  増額するのであれば、地域の実情を考慮し、令和５年から令和

７年までの西脇市民一人当たり平均所得の伸び率（３％）を勘案

した金額が望ましい。  

⑸  近隣自治体との均衡を図る観点から、増額幅は、北播磨地域各

市の平均程度までが望ましい。  

 

  以上の観点から総合的に判断した結果、次のとおり、３％の増額

を基本とし、３％増額後の額が西脇市を除く北播磨４市の平均額を

超える場合は、北播磨４市の平均額とすることが適当である と判断

した。  

 

職  名  改定内容  改定前  改定後  改定額  

市  長  北播磨４市の平均額  921,000円  948,000円  27,000円増  

副市長  北播磨４市の平均額  750,000円  772,000円  22,000円増  

教育長  北播磨４市の平均額  665,000円  676,000円  11,000円増  

議  長  ３％の増額  465,000円  479,000円  14,000円増  

副議長  ３％の増額  408,000円  420,000円  12,000円増  

議  員  ３％の増額  370,000円  381,000円  11,000円増  

 

４  附帯意見  

  今回の審議会の中では、議員報酬等に関わるものとして、議員定

数に議論が及んだ。議員定数のあり方については、本審議会の所掌

事項ではないが、財政負担が増えないよう議員定数を減らした上で  

増額を検討しても良いのではないかという意見もあった。  

   

５  おわりに  

社会経済情勢がめまぐるしく変化し、不確実な時代においては、

高度な見識と強いリーダーシップが要求され、行政経営の責任者で

ある市長をはじめとする特別職や市民の代表としての議会の議員の

職責は増大し、これまで以上に市民の期待が寄せられている。これ

らを十分に認識され、市民の負託に応えるべく、今後とも市政の発

展と市民福祉の増進のために、なお一層御尽力されることを期待す

る。  
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